
 

 
公募型プロポーザルに係る手続き開始のお知らせ 

  
 次のとおり提案書の提出を求めます。 

 
平成２９年１０月１０日 

世 田 谷 区 
  
１． 業務概要 
（１）契約予定件名 

世田谷区立中学校学校主事業務委託（長期継続契約） 
（２）業務内容 
①環境整備業務 
②管理修繕保守業務 
③校務・庶務的業務 
④施設管理業務 
⑤学校安全・災害対策業務 

（３）履行場所 
①世田谷区立駒沢中学校 
②世田谷区立駒留中学校 
③世田谷区立玉川中学校 
④世田谷区立砧南中学校 
⑤世田谷区立三宿中学校 
⑥世田谷区立世田谷中学校 
 

（４）履行期間 
   平成３０年４月１日より平成３３年３月３１日まで 
   ※平成３０年１月～３月を履行の準備期間（事前研修等）とするため、契約日は

平成３０年１月からを予定している。 
   ※契約期間中であっても、本契約を締結した翌年度以降において、本契約に係る

歳出予算の減額又は削減があった場合は、契約を変更又は解除することができ

る。 
    
２．募集区分 

上記１（３）に記載した世田谷区立中学校６校について、学校主事業務を委託す

る法人を募集する。ただし、募集時点で学校ごとに選定を行わず、選定委員会によ

り上位２事業者を選定する。 
委託校の決定方法については、評価１位の事業者が世田谷区と協議の上、先に６

校のうち最大４校を上限とし、委託校として決定する。その後、評価２位の事業者

は最小２校を下限とし、その他の中学校を委託校として決定する。なお、契約件名

については、委託校の決定後に確定する。 
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３．参加資格 
次のすべての要件を満たす法人であること。 

（１）東京都内に本社または支店等を設置している法人であること。 
（２）世田谷区の競争入札参加資格を有すること。 
（３）次の事項に該当しないこと。 

①地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当する者 
②同条第２項の規定により、世田谷区における一般競争入札等の参加を制限され

ている者 
③世田谷区から現に指名停止を受けている者 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項に基づく更生手続き開

始申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項に基づく

民事再生手続き開始申立てがなされていないこと。 
（５）世田谷区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２４年２月２８日 ２３世経

理第７０９号）に定める除外措置要件に該当していないこと。 

（６）地方自治体において、平成２７年度から２９年度の３年間に、学校用務業務を引 
き続き２年以上受託していること。 

（７）都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 

 
４．提案書の提出者を選定するための基準 
本件では提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行う。 

  
５．提案書を特定するための評価基準 
（１）学校主事業務に対する基本的な考え方 
（２）業務実施体制 
（３）作業員についての基本的な考え方 
（４）災害対策や安全対策、苦情対応等について 
（５）個人情報管理について 
（６）事業者からの提言・提案 
（７）業務実績 
（８）経営状況 

 
６．手続き等 
（１） 担当部課 

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷４丁目２１番２７号 

世田谷区教育政策部学校職員課職員係 

（世田谷区役所第２庁舎３階３５番窓口） 
電話03-5432-2672 ファクシミリ03-5432-3025 

 

（２）募集要領の配布期間、場所及び方法  ※希望者に無償配付する。 

①配布期間   平成２９年１０月１０日（火）～１０月２３日（月） 
②場所及び方法 上記６（１）の窓口で配付（窓口配付については土・日曜日、祝

日を除く午前９時～午後５時） 
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（３）参加表明書の提出期間並びに場所及び方法 
①提出期間 平成２９年１０月１０日（火）～１０月２３日（月）   

        土・日曜日、祝日を除く、午前９時～午後５時 
        ※参加表明書を提出した事業について参加資格の確認を行い、招請通 

知を発送する。 
②提出場所 上記６（１）に同じ 

  ③提出方法 持参に限る 
 
（４）提案書等の提出並びに場所及び方法 
①提出期間 招請通知受領日～１１月２０日（月） 

        ※土・日曜日、祝日を除く、午前９時～午後５時 
②提出場所 上記６（１）に同じ 

  ③提出方法 持参に限る 
 
７．その他 
（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 
（２）契約保証金 免除 
（３）契約書作成の要否 要 
（４）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との

随意契約により締結する予定の有無 無 
（５）関連情報を入手するための窓口 ６（１）に同じ 
（６）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに

提案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 
（７）本件に関して区から入手した資料や情報等は、区の許可なく公表又は転載、引用

等を行ってはならない。 
（８）企画提案に係る費用は、参加者の負担とする。 
（９）詳細は募集要領による。 
（１０）プロポーザル実施過程において、直接委託対象校へ連絡をしたり、委託対象校

を訪問（校内に立ち入るなど）したり、職員や保護者等に話を聞くなどしては

ならない。 
（１１）本案件は、世田谷区公契約条例に基づく労働報酬下限額の適用案件である。詳

しくは、募集要領配布の際に同時に配布する「労働報酬下限額の適用について

のご案内」参照のこと。 


